
第１ 近時の特許権侵害訴訟裁判例の概況

本稿(1)では，近時の特許権侵害訴訟の裁判例（平成

22 年 11 月 1 日から平成 23 年 11 月 30 日までに判決

が出されたもの(2)）の概況を，注目する争点により分

類して紹介する。同一の裁判例が複数回登場する場

合，同じアルファベットの符号を付し，2 回目以降は

事件番号等を省略した。

１ 充足論

Ｃ 東京地判平 22・11・18（平成 19 年(ワ)第 507

号，「飛灰中の重金属固定化処理剤事件」，46部）

重金属固定化処理剤に関する特許権を有する原告

が，被告製品の生産等の差止め及び損害賠償を求めた。

被告製品が特許請求の範囲に記載された特定の化学

物質を含む重金属固定化処理剤であること自体には争

いがなかったが，被告は，特許発明の技術的範囲は，

明細書に記載された固有の効果を奏する「所定の副生

成物を含まない重金属固定化処理剤」に限定して解釈

すべきであると主張した。

裁判所は，この限定解釈(3)の主張を，特許請求の範

囲及び明細書の記載に基づかないものとして排斥し，

差止め及び損害賠償（約 11 億 9000 万円）を認めた。

Ｄ 大阪地判平 22・11・18（平成 19 年(ワ)第 10364

号，「エアバッグ用ガス発生剤成型体事件」，26部）

特許権者である原告が，被告製品の製造等の差止め

及び損害賠償を求めた。被告製品の「マカロニ状の円

筒形状の両端を径方向の両側から押し潰したような形

状」（下記図面参照）が特許請求の範囲に記載の「単孔

円筒状」を充足するかが争われ，「単孔円筒状」との文

言の解釈が問題となった。原告は，円筒状の両端を潰

したものも「単孔円筒状」であると主張した。

裁判所は，明細書の記載に基づき，「単孔円筒状」とは

「1つの貫通した孔を有する円筒状の形状」を指すと解

釈した上，被告製品は「孔が開いていない」からこれ

を充足しないなどと判断し，原告の請求を棄却した。

被告製品

Ｅ 大阪地判平 22・11・25（平成 21 年(ワ)第 13824

号，「蓋体事件」，21部）

特許権者である原告が，被告製品の製造等の差止め
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本稿では，近時の特許権侵害訴訟の裁判例の概況を紹介する。そのうち，注目に値する以下の2件について詳細に

紹介する。

Ａ 知財高判平 23・3・28（平成 22 年(ネ)第 10014 号，「地下構造物用丸型蓋事件」，1部）

論点：均等の第1要件

Ｂ 知財高判平 23・9・7（平成 23 年(ネ)第 10002 号，「餅事件」，3部（中間判決））／東京地判平 22・11・30（平

成 21 年(ワ)第 7718 号，46 部）

論点：特許請求の範囲の文言解釈
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及び損害賠償を求めた。特許請求の範囲に記載の「一

の領域の縁部」との文言の解釈が問題となった。

裁判所は，特許請求の範囲及び明細書からは「一の

領域」の意義を一義的に明らかにできないとする一方

で，この文言が出願経過において手続補正書により追

加されたものであり，同時に提出された意見書におい

てその根拠が明細書の特定箇所の記載（段落【0033】

ないし【0037】の「フラップ部周囲領域」に関する記

載）にある旨主張されていたことに鑑み，当該特定箇

所の記載に基づいて「一の領域」及び「一の領域の縁

部」を解釈した。

裁判所は，この出願経過を参酌して解釈した「一の

領域の縁部」の要件を被告製品が充足しないとして，

文言侵害を認めず（均等侵害も相違点が特許発明の本

質的部分であり（均等の第 1要件欠如），また，被告製

品の構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたも

のであるとして（均等の第 5要件欠如），認めなかっ

た。），原告の請求を棄却した。

Ｆ 東京地判平 22・12・24（平成 21 年(ワ)第 34337

号，「魚掴み器事件」，47部）

特許権者である原告が，被告製品の製造等の差止め

及び損害賠償を求めた。特許請求の範囲に記載された

発明の構成が機能的，作用的な表現を用いて記載され

ている場合の技術的範囲の解釈が問題となった。

裁判所は，「特許請求の範囲に・・・機能的，作用的

な表現が用いられている場合には，特許請求の範囲の

記載だけではなく，明細書の発明の詳細な説明の記載

をも参酌し，そこに開示された具体的な構成に示され

ている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確

定すべきものと解するのが相当である」と判示した

上，「被告製品が，本件明細書の発明の詳細な説明の記

載に基づいて当業者が採用し得る範囲内の構成によっ

て本件発明における回動規制を実現している」として

充足性を認め，差止め及び損害賠償を認めた。

前掲Ａ・知財高判平 23・3・28

控訴人（原告）が特許権及び 2件の意匠権に基づき，

被控訴人（被告）製品の製造等の差止めを求めたとこ

ろ，原審（大阪地判平 22・1・21（平成 20 年(ワ)第

14302 号外 2 件，26 部））は，特許権に基づく請求は文

言侵害及び均等侵害のいずれも成立しないとして棄却

し（均等侵害については相違点が特許発明の本質的部

分であるとした（均等の第 1要件欠如）。），2件の意匠

権に基づく請求も棄却したため，控訴人（原告）が控

訴した。

裁判所は，特許権に基づく請求につき，文言侵害は

認めなかったが，均等侵害を認め，差止めを認めた

（なお，2件の意匠権に基づく請求は棄却した。）。

Ｇ 知財高判平 23・6・23（平成 22 年(ネ)第 10089

号，「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」，4

部）／東京地判平 22・11・25（平成 21 年(ワ)第 1201

号，47 部）

食品の包み込み成形方法及びその装置に係る発明に

ついての特許権者である原告（控訴人）が，被告（被

控訴人）製品の製造等の差止め及び損害賠償を求め

た。特許請求の範囲の「押し込み部材をさらに下降さ

せることにより・・・外皮材の中央部分を開口部に押

し込み外皮材を椀状に形成する」との要件における

「椀状」の文言の解釈が問題となった。

被告製品の構成は，被告は「ノズル部材の下面が，

最大でも，載置部材の下面から 1mmしか突出するこ

とができない構造」と主張したが，控訴審では「下面

から深さ 7 ないし 15mmの位置まで進入させること

ができ」ると認定された。

第一審裁判所は，明細書における効果の記載及び

『広辞苑』の「椀」の意義（「汁・飯などを盛る木製の

食器・多くは漆塗で蓋がある」）を参酌して，「椀状」

の意義を「成形品の高さと同程度の深さ」と解釈した

上，被告製品が「椀状」を充足しないとして請求を棄

却した。

これに対し，控訴審裁判所は，同様に，明細書にお

ける効果の記載を参酌しつつも，特許技術用語として

は浅いか深いかを問わずに「椀状」が用いられるとし

た上，被告製品がこれを充足するとして(4)，差止め及

び損害賠償を認めた。

前掲Ｂ・知財高判平 23・9・7／東京地判平 22・11・30

特許権者である原告（控訴人）が，被告（被控訴人）

製品の製造等の差止め及び約 14億 8000 万円(5)の損害

賠償を求めた。特許請求の範囲に記載の「（切餅の）載

置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面

部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は

溝部を設け」との文言の解釈が問題となった。

被告製品は，側周表面に切り込み部が設けられてい

るものであるが，更に，載置底面及び平坦上面のほぼ

中央部にも，十字状に切り込み部が設けられている。

原告（控訴人）は，特許請求の範囲の文言，明細書

記載の作用効果及び出願経過から，「載置底面又は平
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坦上面」には切り込み部等を設けても設けなくてもよ

いと解釈すべきと主張し，被告（被控訴人）は，「載置

底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けない構成

のものと解釈すべきと主張した。

第一審裁判所は，特許請求の範囲及び明細書の記載

に基づき，後者の解釈を採り，充足性を否定し，原告

の請求を棄却した。

控訴審裁判所は，「『載置底面又は平坦上面ではな

く』との記載部分の直後に，『この小片餅体の上側表面

部の立直側面である側周表面に』との記載部分が，読

点が付されることなく続いている」こと等を理由に，

充足性を肯定する中間判決(6)をした（無効理由もない

とした。）(7)。

２ 無効論

Ｈ 東京地判平 23・1・21（平成 21 年(ワ)第 18507

号，「幼児用補助便座事件」，46部）

特許権者である原告が被告製品の製造等の差止め及

び損害賠償を求めたところ，被告は，本件特許には新

規性欠如等の無効理由があるとして特許法 104 条の 3

第 1項の規定により権利行使できない旨主張した。こ

れに対し，原告は，原被告間で締結された覚書に，本

件特許の有効性について争わない旨の不争条項がある

から，上記被告主張は主張自体失当である旨主張した。

裁判所は，上記覚書は別の製品に関する特許権侵害

紛争を解決することを目的とするものであるから，そ

の効力は本件訴訟には及ばないと判断して，被告主張

の無効理由の有無について審理した。

裁判所は，充足性を認めた上，審理の結果，無効理

由がないとして，差止め及び損害賠償を認めた。

Ｉ 知財高判平 23・2・8（平成 22 年(ネ)第 10063

号，「液体収納容器事件」，2部）外 1件

特許権者である被控訴人（原告）が，控訴人（被告）

製品の製造等の差止めを求めたところ，原審（東京地

判平 22・6・24（平成 21 年(ワ)第 3529 号，47 部））は

一部の製品について差止めを認めたため，この部分に

つき控訴人が控訴した。

裁判所は，控訴人の無効主張（特許法 104 条の 3第

1項）及び被控訴人の訂正に基づく対抗主張(8)につい

て，控訴人製品は本件発明及び本件訂正発明の技術的

範囲に属し，控訴人が主張する無効理由は理由がない

か又は訂正によって解消されるもので，本件特許権は

特許無効審判により無効とされるべきものに当たらな

いと判断し，控訴を棄却した。

この判断は，原審の判断を是認したものであるとこ

ろ，原審の判断は，上記無効主張及び対抗主張に関す

る以下の判示を前提としたものであるから，本件にお

いては知財高裁でこれが是認されたものと考えること

ができる。

「原告は，被告が，訂正前の特許請求の範囲の請

求項について無効理由があると主張するのに対し，

①当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求を

したこと，②当該訂正が特許法 126条又は 134 条の

2所定の訂正要件を充たすこと，③当該訂正により，

当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理

由が解消すること，④被告製品が訂正後の請求項の

技術的範囲に属すること，を主張立証することがで

き，被告は，これに対し，⑤訂正後の請求項に係る

特許につき無効事由があることを主張立証すること

ができるというべきである。」

なお，対抗主張の要件事実を明示した知財高裁の裁

判例としては，知財高判平 21・8・25（平成 20 年(ネ)

第 10068号，「切削方法事件」，4部）がある(9)。この裁

判例では，裁判所は，以下のとおり判示している。

「特許法 104 条の 3の抗弁に対する再抗弁として

は，①特許権者が，適法な訂正請求又は訂正審判請

求を行い(10)，②その訂正により無効理由が解消さ

れ，かつ，③被控訴人方法が訂正後の特許請求の範

囲にも属するものであることが必要である。」

Ｊ 東京地判平 23・11・30（平成 22 年(ワ)第 40331

号，「データレコーダ事件」，40部）

特許権者である原告が，被告製品の生産等の差止め

及び損害賠償を求めた。これに対し，被告は無効主張

をし，原告は対抗主張をした。

裁判所は，充足性を認めた上，進歩性欠如の無効理

由があると判断したのであるが，対抗主張については

時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法 157条 1項）

として却下した。経緯は概ね以下のとおりである。

平成 23 年 7 月 13 日

（第 4回弁論準備手続期日）
被告：無効主張

平成 23 年 8月 5日

（第 5 回弁論準備手続期日）

裁判所：原告に対し，次回期日

までの反論促す

平成 23 年 9 月 9 日

（第 6 回弁論準備手続期日）

弁論準備手続終結（原告：対抗

主張提出せず）

平成 23 年 9 月 22 日
原告：対抗主張をする準備書面

を裁判所に提出

平成 23 年 9 月 28日

（最終口頭弁論期日）

原告：対抗主張（上記準備書面

陳述）

原告は，対抗主張が認められる要件として現に訂正
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審判の請求あるいは訂正請求を行ったことが必要であ

るとの前提に立ち，「訂正請求を行うことができるの

は，・・・無効審判請求書副本の送達日（平成 23 年 8月

19 日）から答弁書提出期限（平成 23 年 10 月 18日）ま

での期間のみである」と主張した。

裁判所は，「原告は，上記無効理由の主張があった第

4回弁論準備手続期日から弁論準備手続を終結した第

6 回弁論準備手続期日までの間に対抗主張を提出する

ことが可能であったと認められる」とした上で，上記

原告主張について「原告は，対抗主張が認められる要

件として現に訂正審判の請求あるいは訂正請求を行っ

たことが必要とする見解が多数であるとも主張する

が，訂正審判請求前又は訂正請求前であっても，訴訟

において対抗主張の提出自体が許されないわけではな

く，理由がない。」（下線は筆者が付した。以下同じ。）

と付言した。

３ 損害論

⑴ 特許法 102 条 1項

前掲Ｃ・東京地判平 22・11・18

特許権者である原告が被告製品の生産等の差止め及

び損害賠償を求めた。

裁判所は，差止め及び損害賠償（約 11 億 9000 万

円(11)）を認めたが，特許法 102条 1項ただし書の「販

売することができない事情」が認められる数量につい

ての同条 3項の適用については，特許法 102条 1項が

特許権侵害行為を組成した物の譲渡行為がなかったと

いう仮定を前提としているのに対し，同条 3項は特許

発明の実施があったこと（例えば，物の譲渡行為が

あったこと）を前提としており，両者は前提を異にす

るなどとして併用否定説(12)を採用した(13)。

Ｋ 大阪地判平 23・6・9（平成 19 年(ワ)第 5015 号，

「乾海苔の夾雑物検出装置事件」，26部）

特許権者である原告が被告らに対して損害賠償を求

めた。

裁判所は，特許法 102条 1項の適用に際し，競合品

や代替品の存在，販売力などに関する事情もただし書

における事情として考慮することができ，被告らが主

張する寄与率(14)もその 1 つの事情として考慮するこ

とができると判示し，寄与率を被告物件 1については

20％，被告物件 2については 25％として，損害額を算

定した(15)。

⑵ 特許法 102 条 2項

Ｌ 東京地判平 23・2・24（平成 20 年(ワ)第 2944 号，

「ノーマルクローズ型流量制御バルブ事件」，47部）

特許権者である原告が不当利得返還及び損害賠償を

求めた。原告は，製造者（訴外Ａ）が被告製品を被告に

販売し，被告が第三者に販売したところ，製造者と被告

とが民法 719条の共同不法行為を行ったと主張した。

裁判所は，特許法 102条 2項の適用に際し，以下の

ように判示して共同不法行為を認めた上，製造者と販

売者である被告との両者について利益を算出し，その

合計額に基づいて損害額を算定した(16)（認容額は不当

利得返還請求との合計で約 3億 9000 万円）。

「証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば，Ａの代

表取締役と被告の代表取締役は同一人物であり，被

告はＡの株式の半数以上を所有していること，Ａ

は，被告のためにだけ被告製品を製造し，被告は同

社の販売する被告製品の全量をＡから仕入れている

ことが認められる。

このような被告製品の製造，販売における被告ら

の緊密な一体性に鑑みると，被告製品の製造及び販

売という一連の侵害行為について，これを全体的に

考察すれば，被告らは主観的，客観的に共同して上

記侵害行為を行ったものと認められる。

したがって，特許法 102条 2項に基づいて侵害者

が侵害行為により受けた利益の額を特許権者が受け

た損害の額と推定する際には，被告らを一体的な侵

害者（共同不法行為者）と評価した上で，被告製品

の製造及び販売という一連の侵害行為により被告ら

が受けた利益の全体額をもって，原告が受けた損害

の額と推定するのが相当である。」

Ｍ 東京地判平 23・6・10（平成 20 年(ワ)第 19874

号，「医療用器具事件」，46部）

特許権の専用実施権者であった原告が，被告らが共

同して被告製品を製造，販売した行為は専用実施権の

間接侵害（特許法 101条 2 号）に当たる旨主張して，

損害賠償を求めた。

裁判所は，特許法 101条 2 号の間接侵害の場合の同

法 102条 2項の適用について，被告製品の約 7割は本

件発明の生産に用いられるものでないとして，原告の

受けた損害額であるとの推定（特許法 102条 2項）を

覆す事情があるとして，残りの約 3割についてのみ同

法 102条 2項に基づき，損害賠償を認めた。

４ その他

Ｎ 大阪地判平 22・12・24（平成 20 年(ワ)第 13709

号，「履物底部の製造方法事件」，21部）
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履物底部の製造方法に関する特許権を有する原告

が，被告製品（サンダル等）の底部がその製造方法に

より製造されたとして，被告製品の差止め及び損害賠

償を求めた。

本件では，対象方法の特定が問題となった。具体的に

は，被告製品の底部が原告主張の方法により製造され

たか，被告主張の方法により製造されたかが争われた。

裁判所は，被告によって，原告主張の方法と異なる

被告主張の方法が積極的に開示され立証されており，

その立証の信用性を疑わせるものはないとして，被告

製品の底部が被告主張の方法により製造されたと認定

した上，被告製品は，そもそも原告主張の方法で製造

したものとは認められないから，それが本件特許発明

の技術的範囲に属するか否かを検討する前提がないな

どとして，原告の請求を棄却した。

前掲Ｉ・知財高判平 23・2・8外 1件

裁判所は，控訴人（被告）が，控訴審の第 2 回口頭

弁論期日において，新たな主張を追加し，実験報告書

等を提出しようとしたのに対し，民事訴訟法 157 条

（時機に後れた攻撃防御方法の却下等）に該当するも

のとして，被控訴人の申立てに基づき当該主張を却下

した。

前掲Ａ・知財高判平 23・3・28

大阪地方裁判所に特許権に関する訴え（Ｂ事件）と

意匠権に関する訴え（Ａ・Ｃ事件）とが別々に提起さ

れたが，弁論が併合されて 1個の判決が出され，知的

財産高等裁判所に控訴されたのが本件である。本件で

は，判決書において，管轄権について言及がなされた。

特許権に関する訴えについての控訴審管轄裁判所

は，知財高裁である（民事訴訟法 6条 3項，知的財産

高等裁判所設置法 2条 1 号）。他方，意匠権に関する

訴えであって大阪地裁が終局判決をしたものについて

の管轄高等裁判所は，大阪高等裁判所である（下級裁

判所の設立及び管轄区域に関する法律 2条，別表第 5

表）。したがって，本来，本件のうち，意匠権に関する

訴えであるＡ・Ｃ事件は，大阪高裁に管轄があると解

される。

この点，裁判所は，「控訴審たる当庁（筆者注：知財

高裁）の審理においてもＡ・Ｂ・Ｃ事件の口頭弁論が

分離されることがなく併合して審理されたときは，Ｂ

事件についての控訴審管轄裁判所たる当裁判所（筆者

注：知財高裁）は，民事訴訟法 7条（併合請求におけ

る管轄）及び知的高等裁判所設置法 2条 4号（関連あ

る通常訴訟事件の併合）等の趣旨からして，Ｂ事件の

みならずＡ事件・Ｃ事件についても審理・判断するこ

とができると解するのが相当である。」と判示して，知

財高裁において審理・判断し得るとした。

第２ 裁判例紹介

１ 知財高判平 23・3・28（平成 22 年(ネ)第 10014

号，「地下構造物用丸型蓋事件」，1部）：前掲Ａ

⑴ 事案の概要(17)

控訴人（原告）は，被控訴人（被告）を相手方とし

て，被控訴人の製造する製品（以下「被告製品」とい

う。）は控訴人の本件特許権を侵害するとして，製造・

販売・販売の申出の差止めと，半製品と各製品の製造

に用いる型の廃棄を求めた。原審（大阪地判平 22・1・

21（平成 20 年(ワ)第 14302 号等，26 部））は，文言侵

害及び均等侵害の主張をいずれも排斥して請求を棄却

した。そこで，控訴人は，本件控訴を提起した。

本件（控訴審）においては，裁判所は，文言侵害は

認めなかったが，均等侵害を認めた。論点は，原審が

均等の第 1要件（特許請求の範囲に記載された構成中

に存する対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的

部分ではないこと）を具備しないとしたのに対し，本

件ではこれを覆して具備するとしたことである。

なお，均等論は，最判平 10・2・24（平成 6年(オ)第

1083 号，民集 52巻 1 号 113頁，「無限摺動用ボールス

プライン軸受事件」）により認められた。同判決はそ

の判断基準としての 5要件(18)を明示している。

⑵ 本件特許発明

本件特許発明を分説すると以下のとおりである（次

頁の図面参照）。

Ａ 丸型の蓋本体と，この蓋本体を内周面上部で支持

する受枠とからなる地下構造物用丸型蓋において，

Ｂ 受枠の内周面上部には，受枠の内方に向けて凸とな

る受枠凸曲面部を形成するとともに，この受枠凸曲面

部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し，

Ｃ 蓋本体の外周側面には，前記受枠凸曲面部に倣っ

た凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに，この蓋凹

曲面部の上方に前記受枠凹曲面部に倣った凸状の蓋

凸曲面部を連続して形成し，

Ｄ また，前記受枠凹曲面部の上方には，受枠の上方に

向けて拡径する受枠上傾斜面部を連続して形成し，

Ｅ 前記蓋凸曲面部の上方には，蓋本体の上方に向け

て拡径する蓋上傾斜面部を連続して形成し，
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Ｆ 蓋本体を受枠で支持した閉蓋状態において，受枠

上傾斜面部と蓋上傾斜面部は嵌合し，

Ｇ 蓋凸曲面部と受枠凹曲面部および蓋凹曲面部と受

枠凸曲面部は接触しないようにしたことを特徴とする

Ｈ 地下構造物用丸型蓋。

本件特許発明の作用効果については，本件明細書に

以下のことが記載されている。

① バールで蓋本体を引きずるようにしたり，蓋本

体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムー

ズに収めることができること（本件作用効果①）

② 蓋本体のガタツキを防止できるとともに，土

砂，雨水等の地下構造物内部への浸入を防止できるこ

と（本件作用効果②）

⑶ 従来技術（本件明細書【0006】，下記図面参照）

蓋本体を閉蓋する際，上述したように，バールで蓋

本体を引きずるようにして受枠内に収めたり，蓋本体

を後方から斜め下方向に押し込んで受枠内に収めるよ

うとすると，蓋本体の前部が大きく受枠内に落ち込む

ことがあり，この状態で蓋本体をさらに押し込むと蓋

本体の前部左右の側面が受枠の内周面（垂直壁）に接

触して嵌り込んでしまい，それ以上蓋本体を押し込む

ことができなくなる。

⑷ 被告製品

被告製品においては，受枠凸曲面部の上方に水平面

と垂直面とで形成される段部が形成されている（下記

図面参照）。

被告製品

（蓋を閉じた状態）

⑸ 均等の第 1要件について（論点）

原審及び控訴審のいずれも，均等の第 1要件（特許

請求の範囲に記載された構成中に存する対象製品等と

異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと）の

具備の有無が問題となった。具体的には，「特許請求

の範囲に記載された構成中に存する対象製品等と異な

る部分」，すなわち，構成要件Ｂ中の「受枠凹曲面部」

における「凹曲面部」（被告製品は「水平面と垂直面と

で形成される段部」）が，「本質的部分」に該当するか

否かが争点となった。

⑹ 原審の判断

原審は，「発明の本質的部分とは，明細書の特許請求

の範囲に記載された構成のうち，当該発明特有の作用

効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分

である。」と判示した上，本件作用効果①・②を生じさ
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従来技術（本件特許 図４（ｂ））

（蓋を閉じようとしているところ）



せる技術的思想の中核をなす特徴的部分について検討

した。

そして，本件明細書には，本件作用効果①に関し，

次のような記載があるとした。

「（ア）受枠の内周面上部には，受枠の内方に向け

て凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに，この

受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続し

て形成し，蓋本体の外周側面には，前記受枠凸曲面

部に倣った凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに，

この蓋凹曲面部の上方に前記受枠凹曲面部に倣った

凸状の蓋凸曲面部を連続して形成し‥‥。（段落

【0008】【課題を解決するための手段】）」

「（イ）このような構成にすることで，閉蓋時に蓋

本体の後方から蓋本体を押し込んで受枠内に収める

際，蓋本体の蓋凸曲面部の下側が受枠の受枠凸曲面

部の上側に接触し，さらに蓋本体を後方から押すと

蓋本体の蓋凸曲面部と受枠の受枠凸曲面部との接触

部が徐々に蓋本体の前部に移動しながら蓋凸曲面部

が受枠凸曲面部によってガイドされる。そのため，

蓋本体を後方から押し込むだけで，蓋本体を受枠に

スムーズに収めることができる。（段落【0009】）」

「（ウ）本発明では，受枠の内周面上部には，受枠

の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成すると

ともに，この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲

面部を連続して形成し，蓋本体には，その外周側面

下部に凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに，この

蓋凹曲面部の上方に凸状の蓋凸曲面部を連続して形

成したので，閉蓋の際，蓋凸曲面部が受枠凸曲面部

によってガイドされながら移動し，バールで蓋本体

を引きずるようにしたり，蓋本体を後方から押し込

むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることが

できる。（段落【0020】【発明の効果】）」

原審は，これらの記載に基づき，以下のように判断

した。

「・・・（イ）の記載は，課題を解決するための手

段として記載された・・・（ア）の構成，すなわち受

枠に凸曲面部と凹曲面部を連続して形成し，蓋本体

にはこれに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して

形成することを，本件作用効果①発生の前提として

記載されている。

また，発明の効果についての・・・（ウ）の記載中

には，受枠凹曲面部を含む・・・（ア）の構成が示さ

れた上，同構成によって本件作用効果①が発生する

旨説明されている。

これらのことからすれば，本件発明は，受枠に凸

曲面部と凹曲面部を連続して形成し，蓋本体にはこ

れに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して形成す

ることをもって，本件作用効果①を発生させる発明

といえる。

したがって，受枠凹曲面部の形状は，本件発明の

主要な根拠となる部分であり，凹曲面部の形状が本

件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分ではな

いということはできない。」

⑺ 本件（控訴審）の判断

控訴審は，「『特許発明の本質的部分』とは，明細書

の特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特許

発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を

なす特徴的部分を意味するものである。」と判示した

上，明細書の記載，従来技術，及び，本件発明の効果

についてのシミュレーションを行った証拠を考慮し

て，以下のように判示した。

「被告製品・・・においても，凹曲面部はないも

のの，本件発明の構成と類似の構成を採用したこと

によって，蓋本体を受枠内にある程度スムーズに収

めることができるものといえる。」

「明細書のすべての記載や，その背後の本件発明

の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮すると，

本件発明が本件作用効果①を奏する上で，蓋本体及

び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たすこと

は明らかであって（段落【0009】【0020】等参照），

『受枠には凹部が存在すれば足り，凹曲面部は不要

である』との控訴人の主張は正当であると認めら

れ，本件発明において，受枠の『凹曲面部』は本質

的部分に含まれないというべきである。」

このように控訴審では，均等の第 1要件を具備する

とした上，均等の他の要件も具備するとして，均等侵

害を認めた。

⑻ 考察

ア 特許発明の「本質的部分」の意義について

均等の第 1要件における「本質的部分」の意義につ

いては，前掲最判平 10・2・24 は明らかにしていな

い(19)。

従来，均等の第 1要件については，特許請求の範囲

に記載された構成と対象製品等との異なる部分が特許

発明の本質的部分ではないことを意味すると解する説

（「本質的部分説」）と，置換された部分を含む対象製品
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等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にある

ことをいうことを意味すると解する説（「技術思想同

一説」。「解決原理同一説」ともいう。）があるとされて

いる(20)。

本件の控訴審では，「『特許発明の本質的部分』とは，

明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち，当

該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の

中核をなす特徴的部分を意味するものである。」とし

た。このような特許発明の解決手段との関係で本質的

部分を把握する方法は，多数の裁判例で採用されてい

るものである(21)。

他方，原審では，「発明の本質的部分とは，明細書の

特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該発明特

有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特

徴的部分である。」とした。このような特許発明の作

用効果との関係で規定する方法は，以前はいくつかの

裁判例で採用されていたが(22)，最近は用いられていな

かったものである。なお，この作用効果との関係で規

定する方法では，均等の第 1要件が第 2要件（作用効

果の同一性）と実質的に同じになるおそれがあるとい

う指摘がある(23)。

なお，本件の原審のように本質的部分を作用効果と

の関係で規定する裁判例が「本質的部分説」の例とし

て，本件の控訴審のように本質的部分を解決手段との

関係で規定する裁判例が「技術思想同一説」の例とし

て挙げられることもあるが，一概に関連付けることは

できないと思われる。

原審と控訴審とでは，このように「本質的部分」を

規定する方法に差異が見られるが，実際には，いずれ

も明細書に記載された作用効果を奏するための構成は

何かという，ほぼ同様の観点から「本質的部分」が何

であるかを判断しているから，上記の差異は，均等の

第 1要件の具備の有無に関し判断が分かれたことと

は，直接は関係しないと思われる。

イ 原審及び控訴審の均等の第 1要件の判断について

上述したように，原審と控訴審とでは，均等の第 1

要件の具備の有無に関し判断が分かれた。

原審は，本件作用効果①に関する明細書の記載を列

挙して，当該記載のみに基づき，本件作用効果①を発

生させる「構成」を把握し，本質的部分の具備を判断

した。

この点，明細書は出願時に把握されていたことを記

載するものであるから，明細書の記載を重視する程度

が大きくなると，結局，明細書に記載されている事項

は「本質的部分」であるという結論に至りやすくなり，

均等論の意義が減殺されるおそれがあると考えられ

る。原審の判断はやや硬直的なものであるとの感が否

めない(24)。

これに対し，控訴審においては，明細書の記載，従

来技術，及び，本件発明の効果についてのシミュレー

ションを行った証拠を総合的に考慮して(25)，本件発明

が本件作用効果①を奏する上で，蓋本体及び受枠の各

凸曲面部が最も重要な「役割」を果たすとして，受枠

の「凹曲面部」は本質的部分には含まれないとした。

本件発明においては，蓋をずらしながら閉める際，

蓋本体及び受枠の各凸曲面部が接触部となり，徐々に

蓋本体がずり上がっていくのであるから，当該各凸曲

面部の性状(26)が重要となろう。そして，受枠凸曲面部

の上方に連続して凹部が形成されていさえすれば，蓋

本体のずり上がりを妨げないのであるから，凹部が

「曲面部」となっている必要はないと考えられる。そ

うだとすれば，受枠の「凹曲面部」は本質的部分には

含まれないとの控訴審の認定は妥当と考えられる。

なお，均等侵害を認めた近時の裁判例である知財高

判平 21・6・29（平成 21 年(ネ)第 10006 号，「中空ゴル

フクラブヘッド事件中間判決」，3部）(27)は，均等の第

1要件の「本質的部分」の判断の際，特許請求の範囲中

の「縫合材」との文言について，部材の形態・構造と

目的・作用効果とを分離するようにして，後者から

「本件発明の課題解決のための重要な部分」を導き出

している。これは明細書の文言自体には拘泥されず，

技術の本質・原理を捉えようとするものであるといえ

よう(28)。本件の判断は，その点でこれと軌を一にする

ものと考えられる(29)。

２ 知財高判平 23・9・7（平成 23 年(ネ)第 10002

号，「餅事件」，3 部（中間判決））／東京地判平

22・11・30（平成 21 年(ワ)第 7718 号，46 部）：

前掲Ｂ

⑴ 事案の概要

「餅」についての特許権者である原告が，被告におい

て被告製品を製造，販売及び輸出する行為が本件特許

権の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，被告製品

の製造，譲渡等の差止め並びに被告製品，その半製品

及び被告製品の製造装置の廃棄，並びに，損害賠償を

求めた事案である。

第一審は，被告製品が特許発明の技術的範囲に属し
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ないとして請求を棄却したが，控訴審は，これを覆し，

被告製品が特許発明の技術的範囲に属するとの中間判

決をした。

論点は，特許請求の範囲に記載の「載置底面又は平

坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面

である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」

との文言の解釈である。

⑵ 本件特許発明

本件特許発明を分説すると以下のとおりである（下

記図面参照）。

Ａ 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方

形の小片餅体である切餅の

Ｂ 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上

側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側

面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有

する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け，

Ｃ この切り込み部又は溝部は，この立直側面に沿う

方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角

環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の

対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として，

Ｄ 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上

側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッ

チのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサ

ンドされている状態に膨化変形することで膨化によ

る外部への噴き出しを抑制するように構成した

Ｅ ことを特徴とする餅。

本件特許発明の目的及び作用効果については本件明

細書には，以下のことが記載されている。

「米菓では餅表面に数条の切り込み（スジ溝）を入

れ，膨化による噴き出しを制御しているが，同じ考

えの下切餅や丸餅の表面に数条の切り込みや交差さ

せた切り込みを入れると，この切り込みのため膨化

部位が特定されると共に，切り込みが長さを有する

ため噴き出し力も弱くなり焼き網へ落ちて付着する

程の突発噴き出しを抑制することはできるけれど

も，焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷

跡のような焼き上がりとなり，実に忌避すべき状態

となってしまい，生のつき立て餅をパックした切餅

や丸餅への実用化はためらわれる。

本発明は，このような現状から餅を焼いた時の膨

化による噴き出しはやむを得ないものとされていた

固定観念を打破し，切り込みの設定によって焼き途

中での膨化による噴き出しを制御できると共に，焼

いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき，しか

も切り込みの設定によっては，焼き上がった餅が単

にこの切り込みによって美感を損なわないだけでな

く，逆に自動的に従来にない非常に食べ易く，また

食欲をそそり，また現に美味しく食することができ

る画期的な焼き上がり形状となり，また今まで難し

いとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことがで

き餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待でき

る極めて画期的な餅を提供することを目的としてい

る。」（段落【0007】〜【0008】）

「本発明は上述のように構成したから，切り込みの

設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制

御できると共に，焼いた後の焼き餅の美感も損なわ

ず実用化でき，しかも切り込みの設定によっては，

焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を

損なわないだけでなく，逆に自動的に従来にない非

常に食べ易く，また食欲をそそり，また現に美味し

く食することができる画期的な焼き上がり形状とな

り，また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に

均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大さ

せることも期待できる極めて画期的な餅となる。

しかも本発明は，この切り込みを単なる餅の平坦

上面に直線状に数本形成したり，Ｘ状や＋状に交差
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形成したり，あるいは格子状に多数形成したりする

のではなく，周方向に形成，例えば周方向に連続し

て形成してほぼ環状としたり，あるいは側周表面に

周方向に沿って対向位置に形成すれば一層この切り

込みよって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制さ

れると共に，焼き上がった後の焼き餅の美感も損な

わず，しかも確実に焼き上がった餅は自動的に従来

にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美

味しく食することができる焼き上がり形状となり，

それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均

一に焼くことができこととなる画期的な餅となる。

また，切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に

形成する場合に比べて見えにくい部位にあるという

だけでなく，オーブン天火による火力が弱い位置に

切り込みが位置するため忌避すべき焼き形状となら

ない場合が多く，膨化によってこの切り込みの上側

が下側に対して持ち上がり，この切り込み部位はこ

の持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり状態と

ならないという画期的な作用・効果を生じる。」（段

落【0032】〜【0034】）

⑶ 被告製品

被告製品においては，上面及び下面に，切り込み部

が上面及び下面の長辺部及び短辺部の全長にわたって

上面及び下面のそれぞれほぼ中央部に十字状に設けら

れている（下記図面参照）。

被告製品

⑷ 「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体

の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・

切り込み部又は溝部を設け」の解釈（論点）につ

いての裁判所の判断

第一審裁判所は，以下のように判示した。

「本件発明の特許請求の範囲・・・の記載及び・・・

本件明細書の記載事項を総合すれば，本件発明は，

『切り込みの設定によって焼き途中での膨化による

噴き出しを制御できると共に，焼いた後の焼き餅の

美感も損なわず実用化でき』るようにすることなど

を目的とし，切餅の切り込み部等（切り込み部又は

溝部）の設定部位を，従来考えられていた餅の平坦

上面（平坦頂面）ではなく，『上側表面部の立直側面

である側周表面に周方向に形成』する構成を採用し

たことにより，焼き途中での膨化による噴き出しを

制御できると共に，『切り込み部位が焼き上がり時

に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位

にあるというだけでなく，オーブン天火による火力

が弱い位置にあるため，焼き上がった後の切り込み

部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状と

ならない場合が多い』などの作用効果を奏すること

に技術的意義があるというべきであるから，本件発

明の構成要件Ｂの『載置底面又は平坦上面ではなく

この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表

面に，・・・切り込み部又は溝部を設け』との文言は，

切り込み部等を設ける切餅の部位が，『上側表面部

の立直側面である側周表面』であることを特定する

のみならず，『載置底面又は平坦上面』ではないこと

をも並列的に述べるもの，すなわち，切餅の『載置

底面又は平坦上面』には切り込み部等を設けず，『上

側表面部の立直側面である側周表面』に切り込み部

等を設けることを意味するものと解するのが相当で

ある。」

これに対し，控訴審裁判所は，以下のように判示し

た。

「特許請求の範囲の記載によれば，『載置底面又は

平坦上面ではなく』との記載部分の直後に，『この小

片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に』

との記載部分が，読点が付されることなく続いてい

るのであって，そのような構文に照らすならば，『載

置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は，そ

の直後の『この小片餅体の上側表面部の立直側面で

ある』との記載部分とともに，『側周表面』を修飾し

ているものと理解するのが自然である。」

「本件明細書の記載及び図面を考慮しても，構成要

件Ｂにおける『載置底面又は平坦上面ではなく』と

の記載は，通常は，最も広い面を載置底面として焼

き上げるのが一般的であるが，そのような態様で載

置しない場合もあり得ることから，載置状態との関

係を示すため，『側周表面』を，より明確にする趣旨

で付加された記載と理解することができ，載置底面

又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除す
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る趣旨を読み取ることはできない。」

「本件発明は，上記のとおり，切餅の側周表面の周

方向の切り込みによって，膨化による噴き出しを抑

制する効果があるということを利用した発明であ

り，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき

るという効果は，これに伴う当然の結果であるとい

える。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けた

ために，美観を損なう場合が生じ得るからといっ

て，そのことから直ちに，構成要件Ｂにおいて，載

置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが，

排除されると解することは相当でない。」

⑸ 考察

特許請求の範囲に記載された問題の文言を文理解釈

すれば(30)，第一審のような解釈を採るのが穏当である

といえよう。また，明細書中の目的及び作用効果に関

する記載を参酌するに，「焼き途中での膨化による噴

き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美

感を損なわないこと」の両方の目的を達成するには，

「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けな

いことが必要になると考えられる。

ただ，本件発明の技術思想に鑑みると，「焼き途中で

の膨化による噴き出しを制御すること」が主たる目的

であるとも考えられるし（構成要件Ｄの記載参照），そ

うであれば，「載置底面又は平坦上面」には切り込み部

等を設けていても構わないことになる。控訴審は，こ

のような技術思想を重視したものと解される。

本件は，特許請求の範囲に記載された特定の文言に

関する解釈に関して判断がされたものであり，個別事

例についての判断の域を出るものではないが，技術思

想を重視する近時の知財高裁の判断の一例として参考

になると思われる。

以上

注

(1)本稿は，平成 23 年 5 月 16 日，東京弁護士会弁護士研修セ

ンター運営委員会の知的財産権法専門講座にて標題の元で報

告したものに，その後の裁判例の動向に鑑み，加筆修正した

ものである。

(2)平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 年 10 月 31 日までに判決が

出されたものについては，筆者らによる本誌 2011 年 3 月号

32頁〜 43頁「最新特許権侵害判決紹介」を参照されたい。

(3)控訴審（知財高判平 23・12・22（平成 22 年(ネ)第 10091 号，

4部））においては，1審被告は，被告製品が固有の効果を奏し

ない点について，「作用効果不奏功の抗弁」としても主張した

が，裁判所はこの主張も排斥し，1審被告の控訴を棄却した。

(4)本稿では割愛するが，控訴審においては，本文で紹介した

被告製品以外の製品について均等侵害の成立が認められた。

(5)控訴審において，中間判決後に59 億 4000 万円に増額された。

(6)「中間判決」とは，訴訟の進行過程において当事者間で争点

となった訴訟法上又は実体法上の事項につき，終局判決に先

立って解決しておくための判決をいい，審理の整理と終局判

決を準備する目的を有する。中間判決の対象となるものは，

独立した攻撃防御方法，中間の争い（以上民事訴訟法 245条

前段），請求の原因及び数額について争いがある場合におけ

るその原因（同条後段）である。本件では，被告製品が特許

発明の技術的範囲に属すること及び特許が特許無効審判によ

り無効にされるべきものとは認められないことが，損害賠償

請求における「原因」に該当するものと考えられる（なお，

民事訴訟法 245条後段の「請求の原因」は，同法 133条 2項

の請求の原因とは別概念である。）。

(7)平成 24年 3 月 22 日に終局判決がされ，差止め及び損害賠

償（約 8億円（弁護士費用及び弁理士費用としての約 7300 万

円を含む。））を認めた。これに対し，同年 4月 2日，被告（被

控訴人）は上告及び上告受理の申立てを行った。

(8)「無効主張を否定し，又は覆す主張」のこと。最判平 20・

4・24（平成 18年(受)第 1772 号，民集 62巻 5 号 1262頁，「ナ

イフの加工装置事件」）参照。

(9)本件と同様の対抗主張の要件事実を明示した地裁判決のそ

の明示した部分を引用しなかった知財高裁の裁判例として

は，知財高判平 22・4・27（平成 21 年(ネ)第 10023 号，「筆記

具のクリップ取付装置事件」，3部）がある。

(10)注(8)に挙げた最判平 20・4・24の泉裁判官の意見は，特許

法 104 条の 3第 1項の抗弁の成立を妨げるためには，既に訂

正審判を請求しているまでの必要はない旨述べている。ま

た，平成 23 年特許法改正（平成 24年 4月 1日施行）により，

訂正請求又は訂正審判請求をすることができる機会が減少し

たため，「特許権者が，適法な訂正請求又は訂正審判請求を

行ったこと」という要件事実を維持しておく必要があるのか

が議論されており，この要件事実を維持しつつ，「訂正請求又

は訂正審判請求が認められる可能性があること」と柔軟に運

用するなどの考えが提案されている。今後の実務の動向を注

目したい。

(11)本件の控訴審（注(3)参照）では，約 18億円の損害賠償を

認めた。

(12)併用否定説を採用した裁判例として，本判決が引用した知

財高判平 18・9・25（平成 17 年(ネ)第 10047 号，「椅子式エ

アーマッサージ機事件」），大阪地判平 19・4・19（平成 17 年

(ワ)第 12207 号，「ゴーグル事件」），知財高判平 24・1・24（平

成 22 年(ネ)第 10032 号，平成 22 年(ネ)第 10041 号，「ソリッ

ドゴルフボール事件」，1部）がある。また，併用肯定説を採

用した裁判例として，東京高判平 11・6・15（平成 10 年(ネ)

第 2249 号，平成 11 年(ネ)第 1069 号，「蓄熱材の製造方法事

件」），東京地判平 12・6・23（平成 8年(ワ)第 17460 号，「空

気の除去および遮断機構付血液採取器事件」），大阪地判平

12・12・12（平成 8年(ワ)第 1635 号，「複層タイヤ事件（第
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一審）」），大阪高判平 14・4・10（平成 13 年(ネ)第 257 号，第

343 号，「複層タイヤ事件（控訴審）」），実用新案法 29条 1項

及び 3項についての大阪地判平 17・2・10（平成 15 年(ワ)第

4726 号，「病理組織検査標本作成用トレイ事件」）がある。

(13)本件の控訴審（注(3)参照）は，以下のように判示し，理由

付けは異なるものの，併用否定説を採用した。

「同条（筆者注：特許法 102条）1項は，特許権者に生じた

現実の損害を金銭的に評価し，その不利益を補てんして，

特許権侵害という不法行為（民法 709条）がなかったとき

の状態に回復させるため，その本文及びただし書の双方に

よって特許権者に生じた逸失利益の額の算定方法を定めて

いるのであるから，特許法 102条 1項により算定された損

害額は，特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くし

た結果であるというべきである。

（中略）

上記のとおり，特許法 102条 1項が特許権者に生じた逸

失利益の全てを評価し尽くしており，これにより特許権者

の被った不利益を補てんして，不法行為がなかったときの

状態に回復させているものと解される以上，特許権者は，

同条 1項により算定される逸失利益を請求する場合，これ

と並行して，同条 3項により請求し得る損害を観念する余

地がなく，同項に基づき算定される額を請求することはで

きないというべきである。」

(14)裁判所はこの判示部分の後，「特許発明が売上に与えた寄

与率」を認定している。

(15)東京地判平 15・3・26（平成 13 年(ワ)第 3485 号，「医療用

器具事件」）は，特許法 102条 1項ただし書とは別に「寄与

度」を考慮している（5％減額）。

(16)東京地判平 20・3・27（平成 18年(ワ)第 29554号，「新規組

成物事件」）においては，被告 1 が被告 2 と代表者を同一に

し，被告 2の 100％子会社であること，被告製品の製造・販売

に関しては，被告 2と被告 1は製造会社と販売会社という関

係にあり，被告らは共同して被告製品を製造・販売している

ということ，被告 2が被告製品の販売先としていたのは被告

1のみであること，及び，被告製品の譲渡に関して，被告 1は

自らの在庫を持たず，顧客から受注する都度被告 2 に発注

し，被告製品は被告 2から直接顧客に対して配送されるとい

う仕組みをとっていたことを認定し，さらに，被告製品の製

造及び販売という一連の侵害行為について，主観的にも共同

して，積極的に製造と販売の役割分担を果たしていたとした

上で，「このような場合においては，特許法 102条 2項に基づ

いて侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許権者が受

けた損害の額と推定するに当たって，被告らを一体的な侵害

者と評価した上で，被告製品の製造及び販売という一連の侵

害行為により被告らが受けた利益の全体額をもって原告が受

けた損害の額と推定するのが相当である。」と判示している。

(17)本件においては 2 件の意匠権に基づく請求も審理された

が本稿では紹介を割愛する。

(18)第 4要件以外は傍論であるが，裁判実務はこの最高裁判決

が示した均等の 5要件に従っているといってよい。

(19)三村量一「他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載

された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属す

ると解すべき場合」『最高裁判所判例解説民事篇平成 10 年度

（上）』141頁は，「特許発明の本質的部分とは，特許請求の範

囲に記載された特許発明の構成のうちで，当該特許発明特有

の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分，言い換えれば，

右部分が他の部分に置き換えられるならば，全体として当該

特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部

分をいうものと解される。」と述べている。

(20)西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋＝飯村

敏明編『新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法』（青林書

院，2001 年）190頁。

(21)例えば，最近のものでは，前掲大阪地判平 22・11・25，東

京地判平 22・6・29（平成 19 年(ワ)第 13121 号，「ダイヤモン

ドのカット方法事件」，47 部），知財高判平 21・6・29（平成

21 年(ネ)第 10006 号，判時 2077 号 123頁，「中空ゴルフクラ

ブヘッド事件中間判決」，3部），大阪高判平 19・11・27（平

成 16 年(ネ)第 2563 号，「置棚事件」，8部），東京地判平 19・

9・28（平成 18年(ワ)第 15809 号，「円盤状半導体ウェーハ面

取部のミラー面取加工方法事件」，47 部），知財高判平 19・3・

27（平成 18年(ネ)第 10052 号，「乾燥装置事件」，4部）。

(22)例えば，名古屋地判平 14・7・18（平成 11 年(ワ)第 2311

号，「多目的ロースター事件」），大阪地判平 13・10・4（平成

12 年(ワ)第 11470 号，「腹部揺動器具事件」）。

(23)飯田圭「均等論に関する最近の裁判例の傾向について」牧

野利秋外 4名編『知的財産法の理論と実務 第 1巻 〔特許

法［1］〕』（新日本法規出版，2007 年）180頁。

(24)原審では，控訴審で本質的部分の認定に用いられた証拠

（特に，シミュレーションの一部）が提出されておらず，明細書

の記載を重視して判断せざるを得なかったという事情がある。

(25)本件控訴審判決においては，「明細書のすべての記載や，

その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考

慮すると」との判示部分があるが，明細書の記載を表面的に

捉えるのではなく，技術的な意義を十分に考慮していること

がうかがえる。

(26)蓋本体がうまくずり上がるためには，両凸曲面部の形状

（アール），大きさ，硬度，接触時の摩擦係数等が重要になっ

てくるであろう。

(27)上告受理の申立てがされたが，不受理決定（平成 23 年 1

月 13 日）により確定した。

(28)本文中に示した分類によれば，「技術思想同一説」を採っ

たものといえよう。

(29)蓋本体及び受枠の各凸曲面部の役割を重視した本件（控訴

審）の考え方を「技術思想同一説」，明細書に記載された構成

を重視した原審の考え方を「本質的部分説」に位置付けるこ

ともできよう。

(30)文法的には，「側周表面」という体言を修飾するのであれ

ば，形容詞「ない」の連用形「なく」ではなく，連体形「な

い」を用いて，「載置底面又は平坦上面ではない，この小片餅

体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み

部又は溝部を設け」などとするのが自然であろう。

(原稿受領 2012. 4. 9)
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